
 みんなで投票、みんなで参加、
　あなたの一票を大切に。

深 江 総 合 支 所 深 江 町 に お 住 ま い の 人

布 津 総 合 支 所

有 家 総 合 支 所

西 有 家 住 民 セ ン タ ー

北 有 馬 総 合 支 所

南 有 馬 総 合 支 所

口 之 津 総 合 支 所

加 津 佐 総 合 支 所

期日前投票日時　３月31日㈯～４月７日㈯
期日前投票日時　午前８時30分～午後８時まで

布 津 町 に お 住 ま い の 人

有 家 町 に お 住 ま い の 人

西有家町にお住まいの人

北有馬町にお住まいの人

南有馬町にお住まいの人

口之津町にお住まいの人

加津佐町にお住まいの人

施　設　の　名　称

深江ふるさと伝承館

瀬野避難所

小林小学校体育館

ふかえ勤労者会館

飯野小学校体育館

布津小学校第二分校

布津公民館

布津小学校第一分校

有家保健センター

蒲河小学校体育館

新切小学校体育館

有家農業構造改善センター

堂崎小学校木場分校

有家堂崎公民館

有家中学校柔剣道場

西有家Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

西有家中学校体育館

西有家公民館長野分館�

長野小学校塔ノ坂分校

慈恩寺小学校体育館

見岳小学校体育館

北有馬ピロティー文化センター日野江

北有馬田平住民センター

北有馬灰木住民センター

北有馬幼稚園

北有馬折木公民館

原城オアシスセンター

吉川小学校

白木野小学校

古園小学校

梅谷小学校

夏吉公民館

投 票 区 名

第 １ 投 票 所

第 ２ 投 票 所

第 ３ 投 票 所

第 ４ 投 票 所

第 ５ 投 票 所

第 ６ 投 票 所

第 ７ 投 票 所

第 ８ 投 票 所

第 ９ 投 票 所

第10投票所

第11投票所

第12投票所

第13投票所

第14投票所

第15投票所

第16投票所

第17投票所

第18投票所

第19投票所

第20投票所

第21投票所

第22投票所

第23投票所

第24投票所

第25投票所

第26投票所

第27投票所

第28投票所

第29投票所

第30投票所

第31投票所

第32投票所

口之津第一体育館第33投票所

口之津第二体育館第34投票所

早崎地区公民館

津波見小学校体育館

野田小学校体育館

宮原名環境改善センター

六反田ふれあいセンター

加津佐東小学校体育館

加津佐町商工会館

※上記投票所での投票時間は午後８時までです。

第35投票所

第36投票所

第37投票所

第38投票所

第39投票所

第40投票所

第41投票所

町 名

深

江

町

布

津

町

有

家

町

西

有

家

町

北

有

馬

町

南

有

馬

町

加

津

佐

町

口
之
津
町

南島原市選挙区

投票所のお知らせ
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▲ヒノキで作られためずらしい賞状

　長崎県産木材を使った住宅の普及を目的とした「『ながさ木の家』

づくりコンクール」で、本市西有家町の㈲相川工務店が優秀賞に選ば

れ、2 月23日㈮、相川重勝（代表取締役）さんが松島市長のもとへ喜び

の報告をしました。

　コンクールは、県産材が総木材使用料の３割以上、建設地が長崎県

内とする条件が審査対象となりました。「間取り」「バランス」「木の

使い方」が高く評価され、今回の受賞となりました。

　また、あわせて「幻の漆喰（しっくい）塗り」※ での木造注文住宅着

工戸数日本一も重なり、二重の喜びの報告。松島市長は「南島原市か

ら日本一が生まれることはとても喜ばしいことです。今後ますます日

本一が生まれるといいですね」とお祝いしました。

　相川さんは「木材を有効活用し、その匠の技を引き継ぎながら、本

当の家づくりをしたい」と受賞の喜びと同時に今後の意気込みも話さ

れました。

※墨付け木造軸組み手刻み加工、小舞竹組み土壁工法、
　内装幻の漆喰塗り、外装漆喰塗り

「ながさ木の家」普及型 県産材利用促進型

　県では、県産材の流通および消費の拡大を通じて森林・林業および木材産業の振興を図るため、新築住宅

を建設される方々を対象に県産木造住宅を普及していただくようご協力をお願いしています。

　建設業、工務店のみなさま方が建築主に県産材をプレゼントしていただいた場合、その費用の半分を県が

補助する仕組みとなっています。 

県内に新築予定の居住用住宅を対象として一定の条件を満たした

県産材使用の木造住宅を建てる場合に適用されます。

　「ながさ木の家」スタンダード標準仕様に則った仕

様により建築される住宅。

　40万円相当以上の県産材を建築主へ無償提供され

る場合に、建築業者に対して20万円の補助。

　県産材の使用割合が50パーセント以上の木造軸組

構法により建築される住宅。

　30万円相当以上の県産材を建築主へ無償提供され

る場合に、建築業者に対して15万円の補助。

「ながさ木の家」普及支援事業「ながさ木の家」普及支援事業
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